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諮  問  書 

 

所沢市議会政策研究審議会条例（平成２８年条例第４号）第２条第１項の規定に基

づき、下記の事項について貴審議会のご意見を賜りたく、諮問いたします。 

 

記 

１ 諮問事項 

   通年会期制の在り方等の妥当性について 

 ２ 諮問の理由及び背景 

   平成２４年の地方自治法の改正に伴い、本市議会でも同年から議会運営委員会

において通年会期制の導入に係る協議が行われ、令和元年に通年会期制を導入す

ることが確認されて以降、現在までの間、導入に向けた具体的な協議を進め、本

年９月に通年会期制の概要案（別紙１）及びスケジュール（別紙２）を作成した

ところです。 

   概要案の作成に際しては、本会議や委員会の開催により執行機関や職員の事務

処理に支障を及ぼしたり、費用負担が著しく増加することのないよう、適切に運

用されたいとの総務省通知（平成２４年９月５日総行行第１１８号）を踏まえ、

議会運営の効率化や執行部の負担軽減を図り、議員及び職員の働き方に配慮した

通年会期制を目指すものです。 



 

   また、通年会期制の導入に当たっては、スケジュールのとおり、執行部の意見

聴取及びパブリックコメント手続並びに公聴会などを実施することとし、市民参

加の機会の確保や執行部からの十分な意見の聴取の上、導入の協議を行うことと

しています。 

   つきましては、本市議会が考える通年会期制の在り方及び通年会期制導入に当

たっての市民参加等のプロセスの妥当性につきまして、貴審議会の御審議賜りた

く諮問するものです。 

                （所管：議会運営委員会） 



所沢市議会における通年会期制について（概要）

１ 会期について

地方自治法では、議会は定例会と臨時会とされ、定例会にあっては条例で定める回数を、臨時会にあっては必要があ

る場合に招集することとされ、現在、本市議会においては、３月、６月、９月、１２月の年４回、市長が定例会を招集

し、開催することとなっています。

招集された定例会や臨時会の期間を会期といい、会期は、議会が議会としての権限を有し、法的に活動することので

きる期間とされ、会期は招集された日において議会が決定することとされています。

通年会期制は、幅広い層の住民が議員として参画できる議会の実現や議会審議の充実と活性化といった観点から、平

成２４年に地方自治法が改正され、議会の選択により条例で定める日から翌年の当該日の前日までの１年を会期とする

ことが可能となりました。

本市議会においては、定例日を定めることによる定期的かつ予見可能性のある形で会議を開催する議会運営とするた

め、第１０２条の２の規定による通年会期制とすることとしました。

参 考 地方自治法
（通年の会期）
第１０２条の２ 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日ま
でを会期とすることができる。
２ 前項の議会は、第４項の規定により招集しなければならないとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもって、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したも
のとみなす。
３ 第１項の会期中において、議員の任期が終了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全ていなくなったときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の
日又はその議員が全てなくなった日をもって、会期は終了するものとする。
４ 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から３０日以内に
議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日の最初の第１項で定める日の前日までを会期とするものとする。
５ 第３項の規定は、前項後段に規定する会期に準用する。
６ 第１項の議会は、条例で定期的に会議を開く日（以下「定例日」という。）を定めなければならない。
７ 普通地方公共団体の長は、第１項の議会の議長に対し、会議に付すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議
長は、当該請求のあった日から、都道府県及び市にあっては７日以内、町村にあっては３日以内に会議を開かなければならない。
８ 略
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２ 本市議会における通年会期制の導入の目的・期待される効果

平成２４年の地方自治法の改正を受け、本市議会でも同年から通年会期制の導入について、議会運営委

員会において協議されてきました。令和元年の議会運営委員会において主な協議テーマとして通年会期制

の導入が確認され、現在までの間、導入に向け継続的な協議が行われました。

本市議会における通年会期制の導入目的及び期待される効果として、会期を通年とすることで、議会の

活動能力が常時担保され、議長が速やかに本会議を開催することができ、災害等の突発的な事件や事故、

緊急の行政課題等に主体的かつ機動的な対応を可能とするとともに、より十分な審議時間が確保され、議

会審議の充実と活性化に資するものです。

本市議会の通年会期制

会 期 ５月１日から翌年の４月３０日まで

定 例 日 ６月１日、９月１日、１２月１日、２月１５日

会議の種類 定例会議…定例日を初日として開く会議（年４回）

臨時会議…定例会議以外の会議

施 行 日 令和 年 月 日



３ 通年会期制の導入に伴う見直し

通年会期制の導入に当たっては、現在の議会運営の在り方について、次のとおり９月定例会において試

行的に見直しを行いました。

➀ 市長提出議案に対する採決をこれまでの最終日ではなく一般質問に先んじて行い、執行部の速やかな

業務の執行を可能とすること

② 付託議案に係る委員長報告と討論・採決の日程を同一日とし、また、会議録の公開を前提として委員

長報告を簡略化することで会議期間を短縮すること

③ 本会議の出席者を必要最小限とすることで会議に出席する拘束時間やその影響による事務の停滞を解

消すること

④ 決算審査の日程について、９月の定例会議の直後に集中的に審査することとし、委員会の開催日程を

定例的な日程とすることで、議会及び執行部において計画的なスケジュール管理を可能とすること

以上のとおり、議会運営の効率化や執行部の事務の負担軽減を図り、通年会期制の導入に当たり懸念さ

れる行政効率への影響や議員及び職員の働き方にも十分に配慮した通年会期制を目指すものです。

なお、通年会期制導入後においても、議会運営委員会において不断の見直しを行うとともに、執行部と

の協議を引き続き行い、安定した議会運営となるよう努めます。



 

通年会期制導入に向けたスケジュール（正副委員長案） 

６月・７月 ８月・９月 １０月 １１月・１２月 １月 ２月 

条例・規則の 
上程・採決 

（３月定例会開会日） 
公聴会 

（１月下旬） 

パブリックコメント手続 
（１月上旬～中旬） 

議員説明会 
（12月下旬） 

議会運営委員会における協議 

執行部の出席による 
現行案に対する意見聴取 

（８月上旬） 

事務局等からの指摘事項についての協議 
（８月～９月） 

通年会期制の案の確定 
（９月下旬） 

執行部からの意見についての協議 
（１１月～１２月） 

通年会期制の最終案の確定 
（１２月下旬） 

９月定例会において通年会期制の試行 
（決算審査を含む） 

パブコメ意見に対する議会
の考え方の公表 
（１月下旬） 

議員提出議案案の確認 
（２月上旬） 

事務局による運
用等の検討期間 
（７月中） 

 

執行部による案
に対する意見の

検討期間 
（１０月中） 

 

政策研究審議会への諮問・答申 
（１１月上旬～１２下旬） 

令和４年８月２４日議会運営委員会資料３ 別紙２ 


